
令和７年１１月 

東京税関業務部 

 

 

関 係 各 位 

 

 

輸出啓発週間の実施について 

 

 

日頃から税関行政に多大なるご協力をいただきましてありがとうございます。 

今般、東京税関において、別添のとおり輸出啓発週間を実施することにしましたのでお知らせ

いたします。 

 

 

 

１． 実施期間 

令和７年１１月２５日（火）～ 令和７年１１月２８日（金） 
       

 

２．実施内容 

   東京税関の不正輸出に対する取組みをご理解いただき、適正な輸出申告の重要性を広く啓

発するため、期間を定め、適正な輸出申告への協力を呼び掛けるもの。 

 

 

関係各位におかれては、引続き適正な輸出申告へのご理解・ご協力のほどよろしくお願い致し

ます。 
  

 

 

 

 

 

 

 
【問合せ先】 
 東京税関業務部 通関総括第４部門 
  電話：０３－３５９９－６３４１ 





輸出啓発週間とは？

東京税関では、税関の３つの使命の１つであ
る「安全・安心な社会の実現」に向けて、経済
安全保障の確保や、ロシア等への迂回輸出、
消費税不正還付等の不正輸出防止に取組ん
でいます。

東京税関の不正輸出に対する取組みをご理解
いただき、適正な輸出申告の重要性を広く啓
発するため、2025年11月25日～28日を「輸
出啓発週間」としました。適正な輸出申告への
ご協力をよろしくお願いします。

税関ホームページ
密輸情報提供サイト

税関・密輸ダイヤル
連絡先： 0120-461-961（24時間）
税関HP：https://www.customs.go.jp

≪税関の３つの使命≫
1.安全・安心な社会の実現
2.適正かつ公平な関税等の徴収
3.貿易の円滑化を進める

「不正輸出かも？」と思ったら
税関・密輸ダイヤルまで！！

東京税関
ホームページ
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